
（平成２５年１月３０日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 8 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 7 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 8 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 6 件

年金記録確認埼玉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

埼玉国民年金 事案 5082 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 56 年４月から同年９月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 51 年２月から 53 年３月まで 

             ② 昭和 56 年４月から同年９月まで 

    私が 20 歳になった頃、母がＡ村役場で国民年金の加入手続をしてく

れた。申立期間①については、母から「年金委員が家に来て、保険料を

集金していった。」と聞いており、私の保険料もきちんと納付している

はずである。また、申立期間②については、妻がＢ町役場及びＣ銀行Ｄ

支店で納付しており、その領収書も所持している。 

申立期間①及び②の国民年金保険料が未納になっていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、申立期間②の国民年金保険料を納付していたことを示す領

収書を所持しており、申立期間②については納付していた事実が確認で

きる。 

また、昭和 56 年４月から同年６月までの第１期分については、Ｂ町

出納員の領収印（昭和 56 年５月 21 日納付）、同年７月から同年９月ま

での第２期分は、Ｃ銀行Ｄ支店の出納印（昭和 56 年８月 12 日納付）が、

押されている上、転居先であるＡ村の昭和 56 年度国民年金保険料納付

通知書兼領収書の第１期及び第２期の欄には「納付済 Ｂ町にて」の記

載があることから、行政側の記録管理に不備があったことが認められる。 

 

２ 申立期間①について、申立人はその母が国民年金の加入手続及び保

険料の納付をしてくれたと主張しているところ、申立人の国民年金加



                      

  

入手続は、申立人の国民年金手帳記号番号から、昭和 53 年 10 月頃に

行われたものと推認され、当該記号番号により 51 年２月まで遡って国

民年金被保険者資格を取得している上、その母が加入手続をしたと思

われる 53 年 10 月は、第３回特例納付実施期間中であることから、申

立期間①の国民年金保険料を納付することは可能である。 

しかしながら、申立人は、申立期間①の保険料の納付に関与しておら

ず、申立人は、「年金委員が家に集金に来ていた。」と申述していると

ころ、Ｅ町役場によると、「昭和 50 年頃から 55 年頃までは、地区ごと

に年金委員がいて、保険料を集めていたが、現年度分のみで、過年度分

や特例納付による保険料の徴収は行っていない。」としていることから、

上記手帳記号番号の払出時点において過年度分となる申立期間①の保険

料を年金委員が徴収していたとは考え難い。 

また、保険料を納付したとするその母からは、納付状況等を聴取する

ことができず、当時の状況が不明である。 

さらに、申立期間①について、申立人に別の国民年金手帳記号番号が

払い出された形跡もうかがえず、ほかに国民年金保険料を納付したこと

をうかがわせる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 56 年４月から同年９月までの国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 7271 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社Ｂ支店（現在は、

Ｃ株式会社Ｄ本社）における資格取得日に係る記録を昭和 34 年３月 28 日

に訂正し、申立期間の標準報酬月額の記録を 7,000 円とすることが必要で

ある。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 34 年３月 28 日から同年５月５日まで 

昭和 34 年２月 22 日から同年３月 28 日までＥ株式会社（現在は、株

式会社Ｃ）において勤務した後に、Ａ株式会社Ｂ支店に異動したが、厚

生年金保険被保険者記録において、申立期間が欠落している。申立期間

においても、継続勤務しているため、申立期間を厚生年金保険被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の雇用保険の記録及び申立期間の前後にＥ株式会社及びＡ株式会

社Ｂ支店に勤務していた複数の同僚の供述から、申立人は、Ｅ株式会社及

びＡ株式会社Ｂ支店に継続して勤務し（Ｅ株式会社からＡ株式会社Ｂ支店

に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

なお、異動日については、昭和 34 年３月 28 日にＡ株式会社Ｂ支店に異

動したとする同僚二人が、申立人も同様に異動した旨供述していることか

ら判断して、同日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社Ｂ支店

における昭和 34 年５月の事業所別被保険者名簿の記録から、7,000 円と

することが妥当である。 



                      

  

なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料の納付義務を履行したか

否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 7274 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①及び②に係る標準賞与額の記録については、申立期

間①は 10 万円、申立期間②は 30 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 56 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19 年７月 11 日 

② 平成 19 年 12 月７日 

年金記録を確認したところ、有限会社Ａにおいて支払われた申立期間

①及び②の賞与の記録が欠落していることが分かった。賞与から厚生年

金保険料が控除されていたので当該申立期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主から提出された平成 19 年分賃金台帳から、申立人は、申立期間

①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保

険料額又は申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内である

ことから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

したがって、申立期間①及び②に係る標準賞与額については、上記賃金

台帳で確認できる賞与支払額及び厚生年金保険料控除額から、申立期間①

は 10 万円、申立期間②は 30 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は賞与支払届の提出を行っていないことを認めていること

から、事業主は、申立人の申立期間①及び②に係る賞与額を社会保険事務



                      

  

所（当時）に届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は申立人に係る

当該期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険料について納入の告知を行っ

ておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 7276 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社Ｂ工場における資

格取得日に係る記録を昭和 45 年 11 月 15 日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額の記録を８万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 45 年 11 月 15 日から同年 12 月 16 日まで 

    当時、Ａ株式会社Ｃ工場で従事していた業務が、Ｂ工場に移管される

ことになり、転勤することになった。昭和 45 年 11 月 15 日付けで異動

になり、その後 55 年 12 月までＢ工場に継続して勤務していた。日本年

金機構の記録では、異動した際の記録が１か月空白となっている。正し

い記録に訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業主から提出された人事記録及び事業主の供述

から判断すると、申立人は、Ａ株式会社に継続して勤務し（昭和 45 年 11

月 15 日に同社Ｃ工場から同社Ｂ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社Ｂ工場

における昭和 45 年 12 月の健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録から、

８万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事



                      

  

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 7277 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社Ｂ工場における資

格取得日に係る記録を昭和 45 年 11 月 15 日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額の記録を 10 万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年 11 月 15 日から同年 12 月 16 日まで 

    日本年金機構の記録によると、Ａ株式会社Ｃ工場からＢ工場に転勤し

た時の厚生年金保険の記録が、１か月間抜けている。間違いなく継続し

て勤務していたので、正しい記録に訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業主から提出された人事記録等及び事業主の供

述から判断すると、申立人は、Ａ株式会社に継続して勤務し（昭和 45 年

11 月 15 日に同社Ｃ工場から同社Ｂ工場に異動）、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社Ｂ工場

における昭和 45 年 12 月の健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録から、

10 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 7278 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、Ｂ

株式会社）における資格取得日に係る記録を昭和 35 年 12 月 20 日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額の記録を 9,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 35 年 12 月 20 日から 36 年１月１日まで 

国の記録によれば、申立期間について被保険者記録が欠落しているが、

当該期間は、Ｃ株式会社からＡ株式会社へ異動しただけであり、申立期

間についても継続してＡ株式会社に勤務していた。第三者委員会で調査

の上、当該記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 同僚から提出された給与明細書及び同僚の証言から判断すると、申立人

が申立期間においてＡ株式会社に継続して勤務し（昭和 35 年 12 月 20 日

に関連会社であるＣ株式会社からＡ株式会社へ異動）、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記同僚の給与明細書及び

申立人のＡ株式会社における昭和 36 年１月の事業所別被保険者名簿の記

録から、9,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所



                      

  

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 7280 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、Ａ株式会社における申立人の被保険者

記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 27 年７月 30 日）及び資格

取得日（同年９月 21 日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額の記録を

8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ： 

                     

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 27 年７月 30 日から同年９月 21 日まで 

国の記録では、申立期間について、厚生年金保険被保険者記録が欠落

しているが、当該期間についてもＡ株式会社に継続して勤務していた。

第三者委員会で調査の上、当該記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、オンライン記録では、Ａ株式会社において昭和 27 年７月 30

日に厚生年金保険の資格を喪失後、同年９月 21 日に同社において再度資

格を取得しており、27 年７月及び同年８月の申立期間の被保険者記録が

無い。 

しかしながら、申立人は申立人と同種の業務に従事していた４人の同僚

を記憶しているところ、健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保

険者名簿」という。）から、その全員について申立期間の厚生年金保険被

保険者記録が継続していることが確認できる上、当該４人の同僚のうち、

連絡のとれた一人からは、「申立人の氏は『Ｂ』ではなく『Ｃ』であるこ

とから、申立人については記憶している。申立期間について、申立人はイ

ンゴットケースの上部分、私は中部分を担当していた。」との供述が得ら

れた。 

また、被保険者名簿から、昭和 33 年１月５日から同年５月５日までの



                      

  

期間について、厚生年金保険被保険者記録の欠落が 20 人以上について確

認できるところ、そのうち、申立期間において被保険者記録を有する同僚

は、「当該期間、会社から休業命令が出たために欠落期間がある。しかし、

申立期間については、そのような休業命令が出たことは無い。」と供述し

ているほか、被保険者名簿からは、申立期間の被保険者記録に欠落がある

同僚は確認できないことから、申立人は、申立期間前後において業務内容

の変更は無くＡ株式会社に継続して勤務していたことが認められる。 

さらに、他の同僚からは、「当時はアルバイトや請負で働いている者は

おらず、全員が社員であったことから、全員が同様に社会保険に加入して

いたはずである。」と供述している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間前後の被保険者名

簿の記録から、8,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出さ

れていないにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを記録すると

は考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失

及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は申立人に係る

昭和 27 年７月及び同年８月の保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納入されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申

立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 7282 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の株式会社Ａにおける資格喪失日は、平成２年 11 月 28 日である

と認められることから、申立期間における厚生年金保険被保険者資格の喪

失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、50 万円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年９月 30 日から同年 11 月 28 日まで 

    私は、株式会社Ａに勤務していた期間のうち、平成２年９月 30 日か

ら同年 11 月 28 日までの厚生年金保険被保険者記録が無い。関連会社で

ある株式会社Ｂとの間には１日も空白無く継続して勤務しており、現在、

同社の厚生年金保険の被保険者資格取得日が同年 11 月 28 日となってい

るので、申立期間について厚生年金保険被保険者であったと認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る雇用保険の加入記録及び複数の同僚の供述から、申立人は、

申立期間を含む平成２年３月 29 日から同年 11 月 28 日まで株式会社Ａに

継続して勤務していたことが確認できるが、オンライン記録によると、申

立人の同社における資格喪失日は、同社が厚生年金保険の適用事業所でな

くなった日（平成２年 10 月 31 日）よりも後の同年 12 月 25 日付けで、同

年９月 30 日と記録されていることが確認できるとともに、申立人と同様

の処理が行われている同僚が多数確認できる。 

   また、当該処理の記録から、平成２年 10 月 31 日において、株式会社Ａ

が適用事業所の要件を満たしていたと認められ、社会保険事務所（当時）

において、当該適用事業所でなくなったとする処理を行う合理的な理由は



                      

  

見当たらない。 

   さらに、申立人及び複数の同僚から、申立期間当時、株式会社Ａでは社

会保険料の滞納があり、申立人は、経理担当であったとしているところ、

同社の商業登記簿謄本によると、申立人は、役員には就いておらず、複数

の同僚は社会保険関係などの処理は、グループ会社の親会社である株式会

社Ｃの指示があったと供述している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人について、株式会社Ａにおける資

格喪失日を平成２年９月 30 日とする処理を行う合理的理由は無く、当該

喪失処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、申立人の同

社における資格喪失日を同年 11 月 28 日に訂正し、当該期間の標準報酬月

額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、50 万円とするこ

とが妥当である。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 5080 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62 年４月から平成元年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62 年４月から平成元年３月まで 

    母が私の国民年金の加入手続を行い、申立期間の保険料を納付してく

れたと聞いているので、納付記録が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、母が国民年金の加入手続を行い、申立期間の保険料を納付し

てくれたとしているが、その母は加入手続及び保険料納付に関する記憶が

明確でなく、申立人自身は加入手続及び保険料納付に直接関与していない

ため、当時の国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

また、申立人の基礎年金番号は共済組合の組合員に係る番号が付番され

ており、当委員会において氏名検索等により調査したが、申立人の国民年

金手帳記号番号は無いなど、申立人が国民年金に加入していた形跡は見当

たらないことから、制度上、申立人は、保険料を納付することはできなか

ったと考えられる。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立人が申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 5081 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年 11 月から 61 年３月までの期間及び平成６年 11 月か

ら８年 10 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年 11 月から 61 年３月まで 

             ② 平成６年 11 月から８年 10 月まで 

申立期間①について、昭和 45 年 10 月頃に、Ａ区役所の出張所で夫が

私と夫の国民年金の加入手続を行い、近くのＢ銀行（現在は、Ｃ銀行）

で夫婦共に口座振替により保険料を納付した。夫はその後、会社勤めに

なり厚生年金保険に加入したが、私は引き続き国民年金に加入し、47

年６月に転居したＤ区及び 52 年１月に転居したＥ市でもＢ銀行から口

座振替にて保険料を納付していた。 

申立期間②について、夫と平成６年 11 月に離婚したが、離婚後の生

活設計には年金が頼りだったので、Ｂ銀行Ｆ支店で口座振替にて保険料

を納付した。 

申立期間①及び②共に、銀行の預金残高が不足して保険料を振替する

ことができなかったことが数回あったが、その場合にはそれぞれの役所

から納付書が郵送され、銀行で納付した。 

申立期間①及び②の国民年金保険料が未納となっていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、昭和 45 年 10 月頃にその夫が申立人

と自身の国民年金の加入手続を自宅近くのＡ区役所の出張所で行い、保

険料をＢ銀行で口座振替にて納付し、47 年６月に転居したＤ区及び 52

年１月に転居したＥ市でもＢ銀行で口座振替にて保険料を納付したとし

ている。しかしながら、申立人の国民年金の加入手続を行い、保険料を



 

  

納付したとするその夫は、他界しているため証言を得られず、申立人は

保険料の納付に関与していないことから、国民年金の加入手続及び保険

料の納付状況は不明である。 

また、申立期間①は未加入期間とされ、当該期間は保険料を納付する

ことができない期間である上、申立人は、申立期間①はその夫と一緒に

国民年金に加入し保険料を納付したと申述しているものの、その夫には

厚生年金保険以外に国民年金の加入歴が無く、納付状況は不明である。 

加えて、申立期間①は 185 か月と長期間であり、かつ、Ａ区、Ｄ区及

びＥ市と３つの行政機関にまたがっているところ、これら３つの行政機

関において、長期間にわたり国民年金の記録管理に誤りが続いたとは考

え難い。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、Ｂ銀行Ｆ支店で口座振替により、保

険料を納付したとしているところ、申立人は、申立期間②の国民年金の

再加入手続時期、場所については記憶しておらず、また、離婚に伴う申

立人の氏名変更手続について市役所では変更手続を行っていないと申述

しており、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況は不明である。 

また、申立人のオンライン記録によれば、平成 24 年７月 13 日に昭和

61 年４月から平成６年 10 月までの期間が特例による第３号被保険者の

資格記録として追加処理されたことに伴い、申立期間②が未加入期間か

ら未納期間へ訂正されていることが確認できるが、当該追加処理が行わ

れるまで当該期間は未加入期間であり、制度上保険料を納付することは

できない期間である。 

 

３ 申立期間①及び②について、当委員会においてオンラインの氏名検索

等により調査したが、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出された形

跡も見当たらない上、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納

付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保

険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

    これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 7270 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間において、厚生年金保険の被保険者であったものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52 年９月１日から 55 年７月 21 日まで 

年金記録をみて、Ａ事業所（事業主は、正式名はＢ事業所であるとし

ている。）に勤務した期間が厚生年金保険の加入期間となっていないこ

とに気がついた。申立期間当時、給与から厚生年金保険料が控除されて

いたと思うので、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録から、申立人がＡ事業所において昭和 52 年９月５日に

被保険者資格を取得し、55 年７月 20 日に離職したことが確認できること

から、当該期間において、申立人が同事業所に勤務していたことが認めら

れる。 

しかしながら、事業主は、当事務所はＣ氏の個人事業所であり、開設当

初から健康保険・厚生年金保険の適用事業所となっていないので、申立人

の給与から厚生年金保険料を控除していない旨の供述をしているところ、

事業主が提出した申立人に係る昭和 55 年分給与所得に対する所得税源泉

徴収簿では、申立人の給与から厚生年金保険料が控除された形跡はうかが

えない上、当委員会においてＢ事業所及びＡ事業所について事業所名称検

索を行ったが、同事務所が厚生年金保険の適用事業所となった記録は確認

できないことから、同事業所は厚生年金保険の適用を受けていない事業所

であると考えられる。 

また、日本年金機構Ｄ事務センターは、Ａ事業所について、厚生年金保

険法の規定による強制適用事業所に該当しない非適用事業所であり、事業

所名称検索でも該当の事業所は確認できなかったと回答している。 



  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立期間は申立人が厚生年金保険の被保険者となることができ

ない期間であったことから、申立人は、申立期間において、厚生年金保険

の被保険者であったものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 7272 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間において、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 18 年７月 

    Ａ株式会社に勤務していた当時、平成 18 年７月に賞与の支給があっ

たが、厚生年金保険の記録が抜けている。上記賞与の支給明細書を提出

するので厚生年金保険の記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成 18 年７月に支給された賞与について厚生年金保険の記

録が無いと申し立てているが、申立人から提出された上記賞与に係る給与

支給明細書によると、申立期間においてＡ株式会社から賞与の支給を受け

ているものの、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により控除されて

いないことが確認できる。 

また、事業主は、厚生年金保険料の控除について、給与担当者が事務処

理を誤ったので申立人の申立期間の賞与から保険料を控除していなかった

と供述している上、申立人は、申立期間の賞与に係る厚生年金保険料を支

払った記憶は無いとしている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間において、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 7273 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の

訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年５月１日から３年３月 31 日まで 

    株式会社Ａの代表取締役として勤務していた期間のうち、平成元年５

月１日から３年３月 31 日までの標準報酬月額が８万円に引き下げられ

ている。当初届け出た標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額は、平

成元年５月から同年 11 月までは 47 万円、同年 12 月から３年２月までは

50 万円とされていたところ、株式会社Ａが厚生年金保険の適用事業所で

なくなった後の同年５月８日付けで遡及して訂正され、当時の最低額であ

る８万円に引き下げられていることが確認できる。 

一方、申立期間当時、申立人は、株式会社Ａの代表取締役であったこと

が同社に係る閉鎖登記簿謄本から確認できる。 

また、申立人は、社会保険事務は株式会社Ａの取締役であった夫に任せ

ており、厚生年金保険の手続には関与していない旨を主張し、申立人の夫

は、自分が社会保険事務を行っていたが、標準報酬月額の遡及訂正処理に

ついては関与していないと供述しているものの、同社には厚生年金保険手

続に係る関連資料は保存されていない上、申立人は、従業員への照会を希

望していないことから、厚生年金保険の手続への関与や社会保険事務所

（当時）との関係等については確認できず不明である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、当該事業所の業務を執

行する責任を負っている代表取締役として、自らの標準報酬月額に係る記

録訂正処理が有効なものでないと主張することは信義則上許されないこと

から、申立期間における標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはで

きない。 



  

埼玉厚生年金 事案 7275 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①について、厚生年金保険被保険者であったことを

認めることはできない。 

   申立人の申立期間②における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録に

ついては、訂正を認めることはできない。 

申立期間③については、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 55 年４月１日から 56 年９月 12 日まで 

② 昭和 62 年 10 月１日から平成６年 10 月 31 日まで 

③ 平成６年 10 月 31 日から９年３月 31 日まで 

   申立期間①については、株式会社Ａにおける厚生年金保険の被保険者

資格取得日が昭和 56 年９月 12 日となっているが、同社を創業したのは

55 年４月１日なので、その時から厚生年金保険に加入しているはずで

ある。 

申立期間②については、株式会社Ａにおける標準報酬月額が昭和 62

年 10 月から平成６年 10 月まで大幅に下がっていることが納得できない。 

申立期間③については、株式会社Ａの支払帳によると、平成９年３月

までＢ社会保険事務所（当時）に保険料を納付した記載があるので、同

年３月まで厚生年金保険に加入していたはずである。 

第三者委員会で調査の上、各申立期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、商業登記簿謄本から、株式会社Ａの会社成立

は昭和 55 年４月＊日であり、申立人は、同社の代表取締役であること

が確認できることから、申立人は、申立期間①において同社に勤務して

いたことが認められる。 

しかしながら、適用事業所名簿及び事業所別被保険者名簿（以下「被



  

保険者名簿」という。）から、株式会社Ａは、申立期間①以降の昭和

56 年９月 12 日付けで、従業員の２分の１以上の同意に基づく事業主か

らの任意適用申請による厚生年金保険の任意適用事業所の認可を受けて

いることが確認できる。 

また、上記被保険者名簿に受託業者名として記載された社会保険労務

士とは連絡がとれないため、適用事業所となった経緯について照会する

ことができない。 

さらに、上記被保険者名簿から株式会社Ａが任意適用事業所となった

昭和 56 年９月 12 日に申立人を含む４人が被保険者資格を取得している

ことが確認できるが、申立人は、当時同社に勤務していた従業員に対す

る照会に同意していないため、同社における従業員の勤務実態及び社会

保険加入までの経緯について確認することができない。 

加えて、上記被保険者名簿によると、株式会社Ａに対して「新規適用

実地調査」を昭和 56 年９月 11 日付けでＢ社会保険事務所が実施し、被

保険者名簿に調査結果として男女別の従業員数、給与支払日及び取引先

銀行等、同社に係る事業実態が記載されていることが確認できることか

ら、実地調査時には申立期間①において、同社が厚生年金保険法におけ

る強制適用事業所であったとは考え難い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間①は、申立人が厚生年金保険の被保険者となることができない

期間であったことから、申立人は、申立期間①において、厚生年金保険

被保険者であったことを認めることはできない。 

 

  ２ 申立期間②については、オンライン記録において、申立人の株式会社

Ａにおける厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、昭和 60 年 10 月から

平成元年 11 月までは 47 万円、同年 12 月は 53 万円、２年１月から３年

９月までは 50 万円、同年 10 月から６年９月までは 20 万円と記録され

ていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成

６年 10 月 31 日）より後の同年 11 月９日付けで、昭和 62 年 10 月から

平成６年９月までの期間の標準報酬月額が８万円に遡って訂正されてお

り、申立人と同様に取締役及び従業員についても、同年 11 月９日付け

で標準報酬月額を遡及して引き下げていることが確認できる。 

また、申立人は、当該事業所に社会保険料の滞納が有り、Ｂ社会保険

事務所に出向いて滞納した保険料について相談したことはあるが、減額

訂正について同意した覚えはないと供述している。 

しかしながら、申立人は、当時の従業員に対して「照会しないでほし

い。」と供述しているために、申立期間②当時の事業所状況を把握する

ことができないが、申立人の標準報酬月額の減額訂正処理について、代



  

表取締役である申立人が関与していなかったとは考え難い。 

  これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負

っている代表取締役である申立人は、会社の業務としてなされた当該行

為については責任を負うべきであり、当該処理が有効なものではないと

主張することは信義則上許されず、申立期間②について厚生年金保険の

標準報酬月額の記録に係る訂正を認めることはできない。 

 

３ 申立期間③については、申立人は、株式会社Ａの支払帳によると、平

成９年３月までＢ社会保険事務所に保険料を納付した記載があることか

ら、同年３月まで厚生年金保険に加入していたはずであると主張してい

るところ、商業登記簿謄本から、申立人は、同社の代表取締役であるこ

とが確認できることから、申立人は、申立期間③において同社に勤務し

ていたことが認められる。 

しかしながら、オンライン記録によると、当該事業所が厚生年金保険

の適用事業所でなくなった平成６年 10 月 31 日より後の同年 11 月９日

に健康保険被保険者証を返納していることが確認できる。 

また、Ｃ市役所Ｄ課Ｅグループは、「申立人は、平成６年 11 月１日

に社保離脱を理由に国保加入、現在に至る。」と回答している。 

さらに、申立人は、当時の従業員に対して「照会しないでほしい。」

と供述していることから、申立期間③における事業主による厚生年金保

険料の控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間③に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    なお、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律（平成 19 年法律第 131 号。以下「特例法」という。）第１条第１項

ただし書では、特例対象者（申立人）は、当該事業主が厚生年金保険の

保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であっ

たと認められる場合については、記録訂正の対象とすることはできない

旨規定されている。 

そのため、仮に、申立期間③について、申立人に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたとしても、申立人は、申立期間

③において株式会社Ａの事業主であり、上述のとおり特例法第１条第１

項ただし書に規定される者であると認められることから、申立期間③に

おける厚生年金保険被保険者記録については、特例法に基づく記録訂正

の対象とすることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 7279 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間②について、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ： 

              

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和46年６月１日から47年８月１日まで 

② 昭和47年８月１日から50年１月26日まで 

昭和46年６月１日にＡ株式会社に入社し、当初より給与から厚生年金

保険料が控除されていたはずであるが、国の記録では、申立期間①の被

保険者記録が欠落している。 

また、申立期間②については、Ａ株式会社は父が社長であり、娘であ

る私は国の記録より高い給与をもらっていたはずである。入社した時に、

当時の事務員が、「私の給与と申立人の給与が同額であるのは納得がい

かない。」と立腹していたことを記憶しているので、当該事務員と標準

報酬月額は同額であるはずである。両申立期間について、第三者委員会

で調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人の姉の供述から、申立人は、申立期間①

の一部についてＡ株式会社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、事業主は既に他界しているため、事業主から申立人の

勤務実態及び厚生年金保険料控除について確認することができない。 

また、申立期間①に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票からは、

申立人の氏名は確認できない上、厚生年金保険被保険者記号番号払出簿

において、申立人の同記号番号は昭和47年８月７日に払い出されている

ことが確認できる。 



  

さらに、閉鎖登記簿謄本から、Ａ株式会社は昭和50年10月＊日に清算

結了していることが確認できるほか、申立人の申立期間①における厚生

年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

２ 申立期間②について、申立人は当時受け取っていた具体的な給与額は

記憶していないものの、国の記録よりは高額であると主張し、先に入社

していた同僚と同額であったと供述しているところ、健康保険厚生年金

保険被保険者原票から、当該同僚の昭和47年６月１日に決定された標準

報酬月額と申立人の取得時（昭和47年８月１日）に決定された標準報酬

月額とは同額（４万5,000円）であることが確認できる。 

また、健康保険厚生年金保険被保険者原票から、当該事業所において

被保険者資格を取得している者は17人確認できるところ、申立人を含め

いずれの同僚の記録からも、遡って標準報酬月額の訂正が行われた形跡

は認められない。 

さらに、前述のとおり当該事業主は既に他界していることから、当該

事業主に申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の控除額について照

会することができないほか、申立人が国の記録より高額であったと主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料額について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②について、申立人の

主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 

  

 



  

埼玉厚生年金 事案 7281 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 53 年頃から 61 年２月１日まで 

 昭和 53 年頃から 62 年９月までの９年間、Ａ株式会社（現在は、Ｂ株

式会社）に勤務していた。年金事務所の記録では、61 年２月からの 19

か月しか厚生年金保険被保険者記録が無い。 

 調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主が保管していた資料（被保険者台帳）、Ｃ基金が提出した加入員

台帳及び雇用保険の加入記録によれば、申立人の申立事業所に係る資格取

得日は昭和61年２月１日と記録されており、オンライン記録と一致してい

る。 

また、申立人は、「申立事業所にはＤ有限会社を退職した後に就職し、

９年ぐらい継続して勤務していた。」と供述しているところ、申立期間の

一部（昭和55年４月１日から56年12月31日までの期間及び57年５月１日か

ら58年６月30日までの期間）にはＤ有限会社において雇用保険の加入記録

が確認できる。 

さらに、オンライン記録によれば、申立人は、申立期間に国民年金に加

入しており、保険料納付済期間及び未納期間のほか、申請による保険料全

額免除期間が確認できる上、昭和53年12月17日から61年２月２日までの期

間について、申立人が国民健康保険に加入していたことが確認できる。 

加えて、厚生年金保険被保険者記号番号払出簿から、申立事業所に係る

申立人の厚生年金保険被保険者記号番号は、昭和61年２月26日に払い出さ

れていることが確認できる上、健康保険厚生年金保険被保険者原票におけ

る資格取得日はオンライン記録とも一致しており、遡って訂正が行われる



  

等の不自然な点は見当たらない。 

また、当時の同僚８人に照会を行い３人から回答を得たが、申立人の申

立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控除について具体的な供述は

得られず、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を

確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


